
お知らせコーナー
福
岡
県
最
低
賃
金
額
改
正

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

令
和
６
年
10
月
５
日
か
ら
１
時
間
９

９
２
円（
51
円
アッ
プ
）に
な
り
ま
す
。

最
低
賃
金
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

福
岡
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎（
４
１
１
）４
５
７
８

業
務
改
善
助
成
金
に
関
す
る
問
い
合

わ
せ
先

◇
業
務
改
善
助
成
金
コ
ー
ル
セ
ン

タ
ー
　
　
０
１
２
０（
３
６
６
）４

４
０（
平
日
　
午
前
８
時
半
〜
午

後
５
時
1
5
分
）

◇
福
岡
働
き
方
改
革
推
進
支
援
セ
ン

タ
ー
　
☎
０
８
０
０（
８
８
８
）１

６
９
９（
平
日
　
午
前
９
時
〜
午

後
５
時
）

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
助
成
金
に
関
す
る

問
い
合
わ
せ
先

福
岡
労
働
局
助
成
金
セ
ン
タ
ー

☎（
４
１
１
）４
７
０
１（
平
日
　

午
前
８
時
半
〜
午
後
５
時
15
分
）

リ
ニュ
ー
ア
ル
！

福
岡
県
民
手
帳（
２
０
２
５
年

版
）発
売

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

販
売
時
期

10
月
下
旬
〜

価
格（
税
込
み
）
９
９
０
円（
１
７
５

㎜×
85㎜
、表
紙
２
種
類
）

問
い
合
わ
せ
先
　
日
本
能
率
協
会
マ

ネ
ジ
メ
ン
ト
セ
ン
タ
ー
　
☎
０
３

（
６
３
６
２
）４
５
５
５
　
　
０
３

（
３
５
５
５
）１
１
７
２

毎
年
11
月
10
日
〜
16
日

ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
啓
発

週
間

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
不
適
切
な
飲
酒
は
ア
ル
コ
ー
ル
健

康
障
害
の
原
因
と
な
り
ま
す
。更
に
、

ア
ル
コ
ー
ル
健
康
障
害
は
、本
人
の
健

康
の
問
題
だ
け
で
な
く
、飲
酒
運
転
、

暴
力
、虐
待
、自
殺
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま

な
問
題
に
も
密
接
に
関
連
し
ま
す
。

　
こ
の
機
会
に
お
酒
の
飲
み
方
につ
い

て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

◇
Ａ
Ｕ
Ｄ
Ｉ
Ｔ
につ
い
て

　
飲
酒
行
動
の
問
題
を
早
期
に
発
見

し
、改
善
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
作
成
さ
れ
た
、世
界
保
健
機
構

（
Ｗ
Ｈ
Ｏ
）が
推
奨
し
て
い
る
テ
ス
ト

で
す
。

◇
ア
ル
コ
ー
ル
精
神
保
健
福
祉
相
談

につ
い
て

　
筑
紫
保
健
福
祉
環
境
事
務
所
で

は
、ア
ル
コ
ー
ル
に
関
す
る
悩
み
に
つ

い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

家
族
な
ど
の
み
で
も
相
談
を
受
け
付

け
て
い
ま
す
。詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ

先
ま
で
連
絡
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
福
岡
県
筑
紫
保

健
福
祉
環
境
事
務
所
　
健
康
増

進
課
精
神
保
健
係
　
☎（
５
１
３
）

５
５
８
５

税
を
考
え
る
週
間

11
月
11
日
〜
17
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　「
こ
れ
か
ら
の
社
会
に
向
か
って
」

を
テ
ー
マ
に
、国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

で
は
、特
設
ペ
ー
ジ
を
設
け
、各
種
取

組
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
筑
紫
税
務
署
　
☎

（
９
２
３
）１
４
０
０

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ

ト
ラ
イ
ン
」強
化
週
間

11
月
13
日
㈬
〜
19
日
㈫

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
夫・パ
ー
ト
ナ
ー
か
ら
の
暴
力
、職

場
で
の
セ
ク
ハ
ラ
、ス
ト
ー
カ
ー
な
ど
、

女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
の
相
談
を

受
け
付
け
ま
す
。法
務
局
職
員
と
人

権
擁
護
委
員
が
無
料
で
相
談
に
応
じ

ま
す
。ひ
と
り
で
悩
ま
ず
相
談
く
だ

さ
い
。

日
時
　
◇
11
月
13
日
㈬
〜
15
日
㈮・

18
日
㈪・19
日
㈫
　
午
前
８
時
半

〜
午
後
７
時
◇
11
月
16
日
㈯・17

日
㈰
　
午
前
10
時
〜
午
後
５
時

※
こ
の
期
間
以
外
で
も
相
談
を
受
け

付
け
ま
す（
平
日
　
午
前
８
時
半

〜
午
後
５
時
15
分
、そ
れ
以
外
は

留
守
番
電
話
対
応
）。

☎
０
５
７
０（
０
７
０
）８
１
０

相
談
と
問
い
合
わ
せ
先
　
福
岡
法

務
局
人
権
擁
護
部
　
☎（
７
３
９
）

４
１
５
１

献
血
に
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
！（
ラ
イ
オ
ン
ズ
ク
ラ
ブ
）

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

　
血
液
は
長
期
保
存
が
で
き
な
い
た

め
、
一
人
で
も
多
く
の
献
血
者
が
必

要
と
な
り
ま
す
。皆
さ
ん
の
温
か
い

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

日
時

11
月
14
日
㈭
　
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

会
場
　
ま
ど
か
ぴ
あ

問
い
合
わ
せ
先
　
福
祉
サ
ー
ビ
ス
課

福
祉
政
策
担
当
　
☎（
５
８
０
）１

８
５
１

筑
慈
苑（
火
葬
場
）

秋
季
休
業
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

筑
慈
苑
で
は
施
設
の
点
検
な
ど
の

た
め
、火
葬
の
休
業
日
を
春
季
お
よ
び

秋
季
に
各
１
日
ず
つ
設
け
て
い
ま
す
。

今
年
の
秋
季
の
休
業
日
は
、11
月
29
日

㈮
で
す
。

な
お
、当
日
は
停
電
を
伴
う
電
気

工
事
を
施
工
す
る
た
め
、斎
場
お
よ
び

霊
安
室
の
利
用
が
で
き
ま
せ
ん
。詳
し

く
は
、問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
筑
慈
苑
　
☎（
９

２
６
）１
８
９
２

個
人
事
業
税
第
２
期

納
期
は
12
月
２
日
㈪
で
す

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

個
人
事
業
税
第
２
期
分
の
納
期
限

は
12
月
２
日
㈪
で
す
。

　
便
利
な
口
座
振
替
納
税
制
度
も
あ

り
ま
す
の
で
、利
用
し
て
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ
先
　
福
岡
県
筑
紫
県

税
事
務
所
　
課
税
課
　
事
業
税

係
　
☎（
５
１
３
）５
５
７
４

お
知
ら
せ

詳しくはこちら

　日常生活で使う楽しい手話表現を紹介します。地域の聞こえない人とのコミュニケーションにぜ
ひ役立ててください

●問い合わせ先
福祉サービス課障がい福祉担当　　☎（580)1852　　（573)8083

人差指で「Ⅹ」をつくり、左右斜
め下に引き下ろす（口は「エック
ス」と動かす）

エックス（旧ツイッター） インスタグラム ユーチューブ

左手は「Ｙ」をつくり、右手は
５指を開き、手の平を自分に向
けて上下させる

ワンポイント楽しい 手 話 講 座 No.8

動画はこちら

右手の親指、人差指、小指を立て、
カメラのシャッターを押すように
人差し指を動かす

ふたご・みつごのママ・パパや、これからママ・
パパになる人。子どもたちを遊ばせながら一緒に
たくさん話して、楽しい時間を過ごしませんか。

●対象者　多胎児(未就学児)・多胎児出産予定
の人・パートナーなど

※きょうだいの参加は相談してください。
●日時 12月３日㈫　午前10時～正午
※時間内の出入りは自由です。
※駐車場には限りがあります。
●会場と問い合わせ先
れいわ子ども情報センター　子育て応援
フロア（すこやか交流プラザ３階）

☎（573)8219

そらまめ
（多胎児サークル）

国税庁
ホームページ

●
対
象
者
　
精
神
ま
た
は
身
体
に
中
程
度

以
上
の
障
が
い
が
あ
る
20
歳
未
満
の

児
童
を
監
護
し
て
い
る
父
母
ま
た
は

養
育
者

※
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人
は
、

支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

◇
父
母
ま
た
は
養
育
者
と
児
童
の
住
所

が
国
内
に
な
い

◇
対
象
児
童
が
、
障
が
い
を
支
給
事
由

と
す
る
公
的
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
（
障
害
児
福
祉
手
当
は
年
金

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

受
給
に
は
申
請
が
必
要
で
す

特
別
児
童
扶
養
手
当

◇
対
象
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
に
入
所

し
て
い
る
（
母
子
生
活
支
援
施
設
、

保
育
所
、
通
所
施
設
を
除
く
。）

◇
所
得
が
一
定
額
以
上
あ
る
　
な
ど

●
手
当
月
額
（
児
童
１
人
に
つ
き
）

◇
１
級
　
５
万
５
３
５
０
円

◇
２
級
　
３
万
６
８
６
０
円

●
支
給
月
　
◇
４
月
（
12
〜
３
月
分
）◇
８

月
（
４
〜
７
月
分
）◇
11
月
（
８
〜
11

月
分
）

※
申
請
の
翌
月
分
か
ら
手
当
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
詳
し
く
は
、
問
い
合

わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

●
申
請
と
問
い
合
わ
せ
先

子
育
て
支
援
課
子
育
て
支
援
担
当

☎（
５
８
０
）１
８
６
２

福岡労働局
ホームページ
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